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直近

2017

※平成29年8月から年金の受給資格期間が10年となります。

※

※

平成29年度

779,300円

779,300円

779,300円

779,300円

779,300円

平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がりました。

※子とは、18歳到達年度の末日までにある子、または1級・2級の障害の状態にあるときは20歳未満の子。

※子とは、18歳到達年度の末日までにある子、または1級・2級の障害の状態にあるときは20歳未満の子。

974,125円

779,300円1,003,600円
29

29

162,354円

487,063円

29

　初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類（第三者証明と参考となる
資料）により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。
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5.個人型確定拠出年金（iDeCo イデコ）
自分で入る、自分で増やす、もうひとつの年金

年金をあきらめていた皆様へ（受給資格期間の短縮）
　平成29年8月から、年金を受給するために必要な資格期間が10年となります。
　これにより、これまで年金を受け取れなかった方も年金が受給できる可能性があります。

日本年金機構が、資格期間が10年以上あることが確認できた方には、お客様のご自宅宛てに老齢の請求書（黄色）を発送します。
黄色の請求書は平成29年2月下旬～7月上旬にかけて年齢の高い方から順次発送を行ないます。
お問い合わせ先：ねんきんダイヤル☎0570-05-1165　※お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

　「iDeCo」は、国民の皆様の老後生活の安定に向けた自助努力を支援するため、法律に定められた「私的年金」のひとつで、
国民年金第1号被保険者も対象となっています。
※国民年金基金等の確定給付型の年金とは違い、掛金とその運用収益の合計額をもとに将来の給付額が決定する公的年金に
　上乗せする制度です。
※平成29年1月からは、第3号被保険者や公務員の方等も加入の対象となります。イデコダイヤル　0570-086-105
制度の詳細につきましては、国民年金基金連合会ホームページ（http://www.npfa.or.jp/401K/）をご参照ください。

　老齢基礎年金の受給資格期間が足りないために、年金がもらえない場合は、65歳から70歳になるまでの間に受給資格期間
を満たすことができるまで加入して保険料を納め、老齢基礎年金を受け取ることができる特例任意加入制度があります。
（昭和40年4月1日以前生まれの人対象）

年金請求書の送付時期



（夜間部、定時制、通信制を除きます）

2017

29

50

29

月額16,490円（年間197,880円）です。
29

コンビニエンスストア等の窓口で納めら


